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改 正 後 改 正 前 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 無線設備等 

［一・一の二 略］ 

３ 無線設備等 

［一・一の二 同左］ 

二 電気的特性 

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ 周波数 ［ア～オ 略］ 

カ アからオの規定にかかわらず、携帯無線通信（設備規則第

３条第１号に規定するものをいう。以下同じ。）を行う基地

局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシス

テム（設備規則第３条第10号に規定するものをいう。以下同

じ。）基地局及び陸上移動中継局にあっては、以下のとおり

とする。 

 ⑴ 基地局にあっては、送信装置ごと、無線設備の規格ごと

及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任

意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあって

は、通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の

１周波数を選定して測定する。 

 ⑵ 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の

周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で

動作させたときの搬送波の測定が困難なものについては

、無線局の運用状態において測定する。また、トンネル

内に設置された無線設備であって、直接測定を行うこと

が困難なものについては、空中線から輻射される電波を

測定する。 

２ スプリアス発射の

強度 
［ア～キ 略 ］ 

 ク アからキの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地

局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシス

テム基地局及び陸上移動中継局にあっては、以下のとおり

とする。 

 ⑴ 基地局にあっては、送信装置ごと、無線設備の規格ごと

及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任

意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局について

は、通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の

１周波数を選定して測定する。 

 ⑵ 設備規則別表第３号におけるスプリアス発射の強度の

許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定す

る。 

 ⑶ 無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数

における平均電力の値とあらゆるスプリアス発射が予想

される周波数におけるスプリアス発射の強度の値との差

 二 電気的特性 

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ 周波数 ［ア～オ 同左］ 

［新設］ 
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の値又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。 

 ⑷ 測定値は、設備規則別表第３号に規定する単位で記載

する。  

３ 不要発射の強度 ［ア～キ 略］ 

ク アからキの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地

局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシス

テム基地局及び陸上移動中継局にあっては、以下のとおり

とする。 

 ⑴ 基地局にあっては、送信装置ごと、無線設備の規格ごと

及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任

意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあって

は、通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の

１周波数を選定して測定する。 

 ⑵ 設備規則別表第３号における不要発射の強度の許容値

を規定する周波数範囲において、その値を測定する。 

 ⑶ 無線設備の構成（ろ波器、増幅器その他の機器の使用の

状況等）により、特定の周波数範囲において明らかに許

容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等に

より合理的に確認できる場合は、その旨を記載すること

で、当該周波数範囲の測定に代えることができる。 

また、給電点から後段で使用する機器により不要発射

が減衰することが明らかなときは、測定値から減衰量に

より補正した値を測定値とすることができる。 

 ⑷ 無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線

に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力を測定し

た値又はその値と設備規則別表第３号に定める搬送波電

力若しくは平均電力との差の値を不要発射の強度とする

。 

 ⑸ 不要発射の強度は、設備規則別表第３号に規定する参

照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する

単位で記載する。 

 ⑹ 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる

限り少ない受信点で行う。 

 ⑺ 給電点の端子等において測定することができず、電界

強度の測定による場合であって、測定領域において外来

波の影響を除去することができず測定値に信頼できない

周波数範囲があるときは、その周波数範囲の測定を省略

することができる。 

４ 占有周波数帯幅 ［ア・イ 略］ 

 ウ 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広

帯域移動無線アクセスシステム基地局及び陸上移動中継

局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直

 

３ 不要発射の強度 ［ア～キ 同左］ 

［新設］ 
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接測定を行うことが困難なものについては、空中線から

輻射される電波を測定する。 

５ 空中線電力 ［ア～サ 略］ 

シ アからサの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地

局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシ

ステム基地局及び陸上移動中継局にあっては、以下のとお

りとする。 

 ⑴ 基地局にあっては、送信装置ごと、無線設備の規格ごと

及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任

意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあって

は、通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の

１周波数を選定し中継利得を測定して換算する。 

 ⑵ 全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の状態で動作

させたときの電力を測定する。なお、無線設備を無変調

の状態で動作させたときの電力の測定が困難なものにつ

いては、無線局の運用状態においてパイロット信号電力

等を測定して換算する。ただし、トンネル内に設置され

た無線設備であって、直接測定を行うことが困難なもの

については、空中線電力の常時監視及び遠隔装置による

停波が可能な場合に限り、任意の一の装置で測定する。 

 ⑶ 空中線電力の指定（包括免許に係る特定無線局にあっ

ては、届出）に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違

するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周

波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。 

［６～19 略］ 
 

 

  

５ 空中線電力 ［ア～サ 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［６～19 同左］ 
 

［注１～注４ 略］ ［注１～注４ 略］ 

［三 略］ ［三 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。  


